
　市では聴覚障害のある方が地域や職場で孤
立することなく安心して生活できるよう、平
成29年４月１日に「西脇市手話言語条例」
を施行しました。
　条例では手話を使いやすい環境づくりに取
り組むため、手話をひとつの言語として認
め、市民の皆さんの役割と市の責務を定めて
います。聴覚障害のある方とそうでない方が
お互いに理解し合い、誰もが暮らしやすい地
域社会の実現を目指しています。

■市民の役割
•手話について理解を深める。
•市が行う手話の普及を目指す取り組みに協
　力する。

■市の責務
•市民が手話に触れる機会を提供するなど、
　市民の手話に対する理解を深める。
•手話を使いやすい環境づくりに取り組む。

「西脇市手話言語条例」
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　西脇市では平成29年４月に「西脇市手話言語条例」を施行し、啓発活動や出前講座などを通じて手話の
普及に努めています。手話を必要とする方や手話を学ぶ方の声を通して、手話に対する理解を深め、誰も
が暮らしやすい社会づくりに共に取り組みましょう。
■問合せ　社会福祉課（市役所内線263）
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手話講座で講師から手話を学ぶ受講生ら

条例の成立を喜ぶ西脇市聴覚障害者協会のメンバーら
（平成28年12月20日）
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　私は言語聴覚士を目指しており、高校では生活情
報科で福祉コースを選択し、学習してきました。福
祉について学ぶ過程で、私の知識が不十分であった
ことと、世間に福祉について正しい理解がされてい
ないことを感じました。その中で私がすべきことは
「福祉を必要としている人のことを知る」というこ
とだと実感しました。
　高校での福祉の授業では、障害のあるさまざまな
方と交流しましたが、一番コミュニケーションをと
るのに戸惑ったのが聴覚障害者の方々でした。しか
し、皆さんは手話が分からない私たちにも、身ぶり
手ぶりで伝えてくださり、授業中の教室中に笑い声
が絶えず響いていたのが印象的で、声も音もない世
界で多くの笑いが生まれることに感動しました。皆
さんと不自由なくお話をしたいと思い、手話を習い
始めました。
　私が通う手話講座では、中学生から大人まで受講
生が一生懸命に学ぶ雰囲気が良くて大好きです。何
より、講師の方がおもしろい。優しく丁寧に手話を
教えてくださるので、私たちは失敗を恐れずに手話
で会話することができます。講座で聴覚障害者と手
話で会話する様子は、「私が住み続けたいまち」の
縮図です。手話を使うことに不安がなく、自由にコ
ミュニケーションできて、たわいもない会話で笑い
合っています。「聞こえる」「聞こえない」は関係あ
りません。障害者の暮らしに不安が生まれるような
ことがあってはいけないと思います。講座では私も
含めて10名の高校生が手話を学んでいます。「誰も
が住みたいまち、住み続けたいまち」に向けて、高
校生の私たちができることに取り組んでいきたいで
す。

　私たちは小さいときから耳が聞こえません。子ど
ものとき、近所の子どもたちにいじめられたり、学
校では発声の訓練ばかりしたりしたので、つらい思
いをしたことを覚えています。
　当時、手話は学校で禁止されていましたが、先生
に見つからないように手話で友達に話す上級生を見
ていると、自然に手話を使えるようになりました。
友達と手話で話しながら通学したことは今でも鮮明
に覚えていて、楽しかった思い出です。
　耳が聞こえない私たちは、普段の生活で困ること
がよくあります。買い物や病院に行くときもそうで
すし、家にいるときもそうです。名前を呼ばれても
分かりませんし、誰かが訪ねてきても会話ができず
にいます。皆さんが当たり前にできることができな
いのです。手話通訳者がいれば話すことができます
が、いつも一緒にいるわけではありません。
　西脇市手話言語条例が施行されてから、市内に少
しずつ手話が広がっていると感じています。つい先
日も市内のスーパーで買い物をしていると、店員さ
んが手話で「こんにちは」や「ありがとう」と話し
かけてくれました。以前は話しかけられても意味が
分からずにいましたが、そのときは手話で話しかけ
られたことで気持ちが通じたことを感じ、とてもう
れしかったです。
　手話は私たちにとって大切な「言葉」。皆さんに
は聞こえない私たちのことを知っていただきたいで
す。市内にもっともっと手話を話せる人が増えて、
手話を通じて皆さんとつながっていきたいですね。

西脇高校３年　森本　爽さん

中内　豊さん
つや子さん

言語聴覚士を目指して手話を学ぶ

聴覚障害があり手話を使って生活

路上で 銀行や病院で

職場や学校で 地域で

クラクションやベルの音が聞こえずに、背後か
ら近づく自動車や自転車に気付きません。

窓口や診察の順番を待っているときに、名前を
呼ばれても分かりません。

同僚や同級生など周りの人が話す内容が分から
ずに孤立します。

周囲で事故や災害が起こったときに情報を手に
入れにくく不安になります。

家で 電車やバスの車内で

電話や台所の音など生活のさまざまな音が聞こ
えません。

電車やバスの車内放送が聞こえず、周囲の状況
が分かりません。

知る知る 「聞こえない」「聞こえにくい」とは、どのようなことでしょか。
周りの音が聞こえずに困る場面を知りましょう。

手話は私たちの大切な「言葉」

高校生の私にできることに取り組みたい

さや
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　私は平成27年４月から手話通訳者として市
役所に勤務しています。ろう者の方から「手話
通訳者がいることで、いつでも市役所に行ける
ようになり、やっと西脇市民になれた」とお聞
きしたのが印象的でした。
　聞こえる人には当たり前にできることが、ろ
う者には困難なことがあり、周囲のサポートが
必要です。「手話」はろう者と聞こえる人をつ
なぐ大切な言葉。皆さんに手話や聴覚障害に感
心を持っていただきたいです。
　手話講座では、受講者に講師のろう者の方々
と交流していただいています。交流を通して、
ろう者の皆さんが大切に育ててきた手話につい
て理解を深めていただき、誰もが住みやすいま
ちについて考えていただきたいと思っています。
ろう者の方に「耳が聞こえなくても、西脇に住
んで良かった」と思ってもらえるまちになるよ
うに、今後も手話の普及に取り組んでいきます。

　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

　私たちの暮らす社会では、さまざまな言葉が
使われています。手話もそのひとつの言葉です。
聴覚に障害のある方を理解し、コミュニケーシ
ョンのひとつである手話を知ることで、お互い
に認め合い、住み慣れた地域で誰もが安心して
暮らせるまちをみんなでつくりましょう。

手話サークル 手話奉仕員養成講座
手話通訳者養成講座

事業所での出前講座事業所での出前講座事業所での出前講座

手話に関するパネル展示手話に関するパネル展示手話に関するパネル展示

市役所での手話体験コーナー市役所での手話体験コーナー市役所での手話体験コーナー

市内で行われている手話
の講座などを紹介します
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社会福祉課　勝岡 めぐみ さん
手話通訳士

誰もが住みやすいまちを目指して

　市や市社会福祉協議会では、初心者から手話通
訳者を目指す方まで、それぞれの習熟度に応じた
講座を随時開催しています。詳しくは下記へお問
い合わせください。
■問合せ　社会福祉課（市役所内線262）、社会
福祉協議会（☎22-5400）

簡単な手話を覚えよう！
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　市役所１階ロビーに市聴覚障害者協会や手話サ
ークルのご協力のもと、「手話体験コーナー」を
設けています。コーナーでは、手話についてパネ
ルで紹介しているほか、毎月第１・第３水曜には
あいさつなどの手話を気軽に体験することができ
ます（無料）。
■とき
　毎月第１・第３水曜の午前10時～正午
■ところ　西脇市役所１階ロビー
■その他　申し込み不要
■問合せ　社会福祉課（市役所内線262）

　自治会や事業所など５名以上のグループを対象
に、市聴覚障害者協会の皆さんと市職員を派遣し
て出前講座を実施しています（無料）。
■内容
•聞こえない、聞こえにくいということ
•あいさつや自己紹介を手話で表現してみよう
•簡単な会話に挑戦　など
■申込方法
　申込書に必要事項を記入の上、持
参、ファックスまたはメールで社会
福祉課へ提出してください。申込用
紙はホームページからダウンロード
できます。
■申込み・問合せ　社会福祉課（市役所内線262）

　市内では手話サークル「わかば」と「のぞみ」
が活動しています。例会では手話の学習やろう者
との交流・啓発活動などを行っています。
■とき
•わかば＝毎週水曜午後１時30分～３時
•のぞみ＝毎週木曜午後７時30分～９時
■ところ　萩ヶ瀬会館
■問合せ　社会福祉協議会（☎22-5400）


